
消費者被害を未然に防ぎましょう。

※裏面もお読みください
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☎

◆インターネット通販での定期購入トラブルにご注意を！！

□ 定期購入が条件になっていませんか?

□ 「定期購入が条件になっている場合」継続期間や購入回数が決められていませんか?

□ 支払うことになる総額はいくらですか?

□ 解約の際の連絡手段を確認しましたか?

□ 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」など、返品特約や解約条件を確認

しましたか?

□ お届け予定日や、利用規約の内容を確認しましたか?

上記の契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。
※画面の表示状態をそのまま「撮影」して画像化する機能

未成年者の場合は以下の点も確認してください

□ 販売サイトに「保護者の同意を得ている」のチェック欄があった際は、

同意を得てチェックを入れていますか?

□ 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?

※




